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・基準津波の策定

52
基準津波の策定

基準津波の策定における検討フロー
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基準津波の策定

基準津波の策定における津波水位の評価地点

2号炉取水口

東防波堤
防波堤
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基準津波の策定

地震による津波において検討する領域

・「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」では，地震による津波として，プレート間地震，海洋プレート内地震及び海域の活断層
による地殻内地震について検討することを求めている。

・プレート間地震による津波及び海洋プレート内地震による津波については，それら地震発生域と敷地の間に本州等が位置していることか
ら，敷地周辺の海域活断層から想定される地震による津波より，敷地に与える影響は小さいと評価した。※1

・「海域活断層から想定される地震による津波」として，敷地周辺の海域活断層から想定される地震による津波を検討する。※2

・さらに，文献調査（１章参照）の結果，日本海東縁部の地震による津波については，島根半島で既往津波の痕跡記録が確認されており，
大和堆の影響※3により島根半島に向かう傾向があることから「日本海東縁部に想定される地震による津波」についても検討の対象とする。

※日本海で発生した既往津
波状況（「1.文献調査」参

照）のうち，震央位置が記
載されているものを図示し

ている。

日本海における既往地震の震央位置，発生年（西暦），地震規模M

※3 大和堆周辺の海域活断層から想定される地震による津波の検討を補足資料「3-1 地震による津波の検
討方針」に示す。

※1 海洋プレート内地震等による被害地震の震央分布を補足資料「3-1 地震による津波の検討方針」に示す。
※2 敷地西方海域の海域活断層から想定される地震による津波の検討を補足資料「3-1 地震による津波の

検討方針」に示す。
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簡易予測式による津波⾼さの検討

予測
高
H

(m)

Mw

津波の
伝播距離

Δ
(km)

断層
長さ

L
(km)

断層（図中の番号）

3.67.32448.0Ｆ－Ⅲ～Ｆ－Ⅴ断層
（①+②+③）

2.77.78498鳥取沖東部断層～
鳥取沖西部断層（④+⑤）※3

2.27.7103108F57断層（⑥）

1.86.712.919.0Ｋ－４～Ｋ－７撓曲
（⑦+⑧+⑨）※4

1.47.36753大田沖断層（⑩）

1.27.15036Ｋ－１撓曲＋Ｋ－２撓曲
＋FKO断層（⑪+⑫+⑬）

0.86.728.419.0ＦＫ－１断層（⑭）

0.47.114936隠岐北西方の断層（⑮）

0.37.120138見島北方沖の断層（⑯）

1.27.49657根滝グリ北方断層帯（⑰）

・敷地周辺海域において後期更新世以降の活動を考慮する断層及び撓曲を対象とし，それらの連動を考慮した上で，阿部(1989) (37)の
予測式により津波の予測高を検討する。検討に当たっては，地震調査研究推進本部（2022)(38)に示される断層について，２号炉本体許
可で評価済の活断層との対比を行い，断層の評価長さの見直しを行った「根滝グリ北方断層帯」についても，検討対象断層とした。※1

・なお，地震調査研究推進本部（2024）に示される断層については，地震規模，敷地との距離及び被害地震による痕跡記録を踏まえる
と，敷地への影響が小さいと評価した。※2

・予測高が最高となるF-Ⅲ～F-Ⅴ断層を対象に概略・詳細パラメータスタディを実施する。

※3 鳥取沖西部断層＋鳥取沖東部断層（以下，「鳥取沖東部断層～鳥取沖西部
断層」という。）

※4 Ｋ－４撓曲＋Ｋ－６撓曲＋Ｋ－７撓曲（以下，「Ｋ－４～Ｋ－７撓 曲」という。）

※1 地震調査研究推進本部（2022）による敷地への影響評価結果について，補足資料「3-2 
海域活断層から想定される地震による津波の検討(1)土木学会に基づく検討」に示す。

※2 地震調査研究推進本部（2024）による敷地への影響評価結果について，補足資料「3-2 
海域活断層から想定される地震による津波の検討(1)土木学会に基づく検討」に示す。

56
基準津波の策定

概略パラメータスタディの例

地震発生層
厚さ15km

①

② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①

②

①

②

③

地震発生層厚さ15km

L=131.1km

25km 25km

(1) (2) (3) (4)

60°

25km33km

E0領域

E1領域

E2,E3領域

E3E3

25km 25km 25km

E3 E2 E2

60°
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

33km
50km

50km

50km

50km

46.2km

34.4km

L=131.1km

計算ケース数
南北位置：

・E0領域 ：①～②(2ケース)

・E1領域 ：①～⑨(9ケース)

・E2,E3領域：①～③(3ケース)
東西位置：

・E0領域 ：(1)～(4)(4ケース）

・E1領域 ：(1)～(4)(4ケース)

・E2,E3領域：(1)～(10)(10ケース)

合計74ケース
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連動を考慮した波源モデルの設定

・波源領域位置の影響検討により，E1領域⑨とE2，E3領域に波源を設定した場合において津波による敷地への影響
が大きくなることを確認した。

・それらの波源領域は地震調査研究推進本部（2003)の「青森県西方沖」及び「佐渡島北方沖」とほぼ同位置である。
・地震調査研究推進本部(2003)が示す地震発生領域の連動の可能性は低いと考えるが，更なる不確かさとして，敷地
への影響が大きな波源領域である「青森県西方沖」及び「佐渡島北方沖」とが連動する波源モデル（350km）を設定す
る。

350km

地震調査研究推進本部(2003)より引用・加筆土木学会に基づく検討

ほぼ同位置

津
波
に
よ
る
敷
地
へ
の
影
響

が
大
き
い
地
震
発
生
領
域

津
波
に
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い
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域
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基準津波の策定
地震による津波のまとめ①（海域活断層から想定される地震による津波の検討）
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基準津波の策定
地震による津波のまとめ②（海域活断層から想定される地震による津波の検討）
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基準津波の策定
地震以外の要因による津波（まとめ）
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基準津波の策定
防波堤無し条件の津波評価の方針
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基準津波の策定
防波堤無し条件の検討ケース
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基準津波の策定
防波堤無し条件の津波評価結果

64
基準津波の策定
防波堤無し条件の津波評価結果
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防波堤有り条件及び防波堤無し条件の津波評価結果を踏まえて策定した基準津波【水位上昇側】は以下のとおり。※1

・基準津波１：防波堤有り条件で施設護岸又は防波壁において最高水位を示す津波。
・基準津波２：基準津波１（防波堤有り）による２号炉及び３号炉取水槽における評価水位を上回る，又はほぼ同値とな

る津波。
・基準津波５：防波堤無し条件で防波堤有り条件と異なる波源において評価水位が最高となる津波。

水位上昇側

頁

評価水位(T.P. m)※2

ポンプ
運転
状況

防波
堤有
無

東西
位置

走向
大

すべ
り域

上縁
深さ
(km)

すべ
り角
(°)

傾斜
角

(°)

ﾓｰﾒﾝﾄ
ﾏｸﾞﾆ
ﾁｭｰﾄﾞ
Mw

断層
長さ
(km)

検討項目基準津波 ３号炉
放水槽

２号炉
放水槽

１号炉
放水槽

３号炉
取水槽

２号炉
取水槽

１号炉
取水槽

施設護岸
又は防波壁

P.166

+6.6+6.8-+5.9+7.0-

+10.5

運転

有

---090608.16222.2
日本海東縁部

（鳥取県モデル；防波堤
有り，防波堤無し）

基準津波１

+6.4+7.1 +4.0+7.0 
+9.0

[+9.00] 
+7.6 停止

P.272

+6.4+6.1－+6.4+9.0-

+11.6

運転

無

+6.3+7.2+4.1+7.7+10.4+9.0停止

P.103

+4.4+6.1-+6.1+6.9-

+8.7

運転

有(3)
走向
一定

ⅣⅤ090608.09350
日本海東縁部

（２領域連動モデル
；防波堤有り）

基準津波２

+4.9+6.5+3.0+7.2
+9.0

[+8.91]
+7.1停止

P.286

+6.8+5.5-+5.8+8.3-

+11.2

運転

無
(3)から
東15.9km

走向一定
-10°変

化

ⅥⅦ
南

30km
090608.09350

日本海東縁部
（２領域連動モデル

；防波堤無し）
基準津波５

+7.3+5.4+2.6+7.5+10.2+8.0停止

※2 評価水位は地盤変動量及び潮位を考慮している。 [ ]内の数値は評価水位の小数点第二位まで記載。

※1 ２号炉本体許可時の基準津波については，補足資料7「.基準津波の策定」に示す。

：防波堤有り条件で施設護岸又は
防波壁において最高水位

：防波堤有り条件で左記波源の２号炉取水槽及び３号炉取水槽
における評価水位を上回る，又はほぼ同値となる水位

：防波堤無し条件で防波堤有り条件
と異なる波源

基準津波の策定

島根２号炉及び３号炉の基準津波一覧
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基準津波の策定

２号炉本体許可時の基準津波

水位下降側
評価水位(T.P. m) ※2

ポンプ
運転
状況

防波堤
有無

東西
位置

走向
大

すべ
り域

上縁
深さ
(km)

すべり
角

(°)

傾斜角
(°)

ﾓｰﾒﾝﾄﾏ
ｸﾞﾆﾁｭｰ
ﾄﾞMw

断層
長さ
(km)

波源※1基準津波 ２号炉
取水槽

２号炉
取水口（西）

２号炉
取水口（東）

-5.9[-5.81]
-5.0-5.0

運転
有

---090608.16222.2

日本海東縁部
（鳥取県モデル；防波堤有

り，防波堤無し）
<地方自治体独自の波源モデル
に基づく検討(鳥取県(2012))>

基準津波１
-5.4停止

-7.5
-5.9-5.9

運転
無

-5.5停止

-5.9[-5.88]

-4.5-4.5

運転

有(3)
走向
一定

ⅣⅥ090608.09350

日本海東縁部
（２領域連動モデル

；防波堤有り）
<地震発生領域の連動を考慮し

た検討(断層長さ350km)>

基準津波３

-5.2停止

-5.9[-5.84]
-3.9-3.9

運転
有

---0
115,
180

907.2748.0

海域活断層
（Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層
＋Ｆ－Ⅴ断層；防波堤有

り，防波堤無し）
<土木学会に基づく検討(Ｆ-Ⅲ

～Ｆ-Ⅴ断層)>

基準津波４
-4.8停止

-6.3
-4.1-4.1

運転
無

-5.0停止

-7.8

-5.9-6.0

運転

無(3)
走向一定
-10°変化

ⅥⅦ
南

20km
190608.09350

日本海東縁部
（２領域連動モデル

；防波堤無し）
<地震発生領域の連動を考慮
した検討(断層長さ350km)>

基準津波６

-5.7停止

防波堤有り条件及び防波堤無し条件の津波評価結果を踏まえて策定した基準津波【水位下降側】は以下のとおり。
・基準津波１：防波堤有り条件で２号炉取水口において最低水位を示す津波。
・基準津波３：基準津波１（防波堤有り）による２号炉取水槽における評価水位とほぼ同値となる津波。
・基準津波４：基準津波１（防波堤有り）による２号炉取水槽における評価水位とほぼ同値となる津波。
・基準津波６：防波堤無し条件で防波堤有り条件と異なる波源において評価水位が最低となる津波。

：防波堤有り条件で２号炉取水口
において最低水位

：防波堤有り条件で左記波源の２号炉取水槽
における評価水位とほぼ同値となる水位

：防波堤無し条件で防波堤有り条件
と異なる波源

※1 < >内は検討項目を示す。 ※2 評価水位は地盤変動量及び潮位を考慮している。 [ ]内の数値は評価水位の小数点第二位まで記載。
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頁

評価水位(T.P. m) ※

ポンプ
運転
状況

防波
堤有
無

東西
位置

走向
大

すべり
域

上縁
深さ
(km)

すべり
角

(°)

傾斜角
(°)

ﾓｰﾒﾝﾄﾏ
ｸﾞﾆﾁｭｰ
ﾄﾞMw

断層
長さ
(km)

検討項目基準津波 ３号炉
取水槽

３号炉取水口

西東

P.104

-5.5

-3.7-3.7

運転

有(3)走向一定ⅣⅥ090608.09350
日本海東縁部

（２領域連動モデル；防波堤有り）
基準津波３

-4.4停止

P.167

-6.5

-3.6-3.5

運転

有

---090608.16222.2
日本海東縁部

（鳥取県モデル；防波堤有り，
防波堤無し）

基準津波１

-5.1停止

P.272

-6.6

-3.8-4.0

運転

無

-5.2停止

P.286

-6.5

-3.8-3.9

運転

無(3)
走向一定
+10°変化

ⅣⅤ
南10km

190608.09350
日本海東縁部

（２領域連動モデル；防波堤無し）
基準津波７

-5.2停止

水位下降側

※ 評価水位は地盤変動量及び潮位を考慮している。

：防波堤有り条件で３号炉取水口又は３号炉取水槽において最低水位 ：防波堤無し条件で防波堤有り条件と異なる波源

防波堤有り条件及び防波堤無し条件の津波評価結果を踏まえて策定した基準津波【水位下降側】は以下のとおり。

・基準津波３：防波堤有り条件で３号炉取水口において最低水位を示す津波。
・基準津波１：防波堤有り条件で３号炉取水槽において最低水位を示す津波。
・基準津波７：防波堤無し条件で防波堤有り条件と異なる波源において評価水位が最低となる津波。

基準津波の策定

３号炉本体審査における基準津波

68基準津波の策定
基準津波の波源モデル
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基準津波の策定
（参考）３号炉取水・放水施設の断面図

3号炉取水施設

3号炉放水施設

70
基準津波の策定
（参考）年超過確率の参照


